


　統括コーディネーター会議に寄せられた取組事例の中から、統括コーディネーターの配置をきっかけに始まった取組事
例のダイジェストです。

2 統括コーディネーター配置等による成果について
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地域学校協働活動関係者・担い手（地域コーディネーターや学校支援ボランティア）の発掘・育成

品川区

学校地域コーディネーター連絡会の実施、内容の見直し
「連絡会」「導入基礎研修」「課題別研修」「スキルアップ研修」に分け、対象や目的を明確にし、内容を充実させることで、コー
ディネーター間の連帯感を醸成し、よりよい活動につながるようにした。「課題別研修」ではコーディネーターに自校の取
組みを紹介する機会を儲け、情報の共有とコーディネーターのスキルアップを図っている。

大田区
コーディネーターフォーラム参加コーディネーターによる情報報告会
フォーラムに当日参加できなかったコーディネーターのための報告会
（地域コーディネーターが自主的に始めたものだが、その場で相談等聞く機会とする）

外部資源（人材）の活用促進

渋谷区
外部人材活用にむけて、ガイドライン作成
各校で対応していた、外部人材に登録、学校ボランティアとして活動される方への留意事項を区として作成し活用促進を
はかる。

地域学校協働活動の理解促進

立川市 「地域と学校がパートナーになろう！」リーフレット配布とアンケート実施
地域学校協働本部事業周知、状況確認。令和６年 10月から 11月配布、アンケート実施

多摩市 学校運営協議会ヒント集の作成・配付
各校学校運営協議会の制度を効果的に活用するため。令和６年４月配付

西東京市
市総合教育会議にて「地域学校協働活動」について発表
「学校を核としたまちづくり」を目指す上で、本事業は鍵となる。総合教育会議にて取り上げることで、市全体の共通認識
を図る。令和 7年 2月実施

新島村
推進員の連絡会を立ち上げ
地域学校活動のあり方を各推進員で共有。情報共有、不安・不明部分の解消・確認、連絡体制づくり、推進員や協働活動リー
ダー向け理解促進ファイル作成
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Ⅳ
東京都

教育委員会の取組

１　令和６年度東京都地域学校協働活
動推進事業実施要綱

２　令和６年度東京都教育委員会におけ
る地域学校協働活動推進の取組



１　令和６年度東京都地域学校協働活動推進事業実施要綱
　この要綱は、区市町村が実施する地域学校協働活動推進事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

第１　事業の趣旨
　「社会に開かれた教育課程」を実現し、いじめ・不登校への対応や「学校における働き方改革」を推進するためには、
地域と学校の連携・協働体制を構築し、地域全体で子供たちの教育環境を向上させる必要がある。
　本事業は、地域住民等が一定の権限と責任を持って学校運営に参画する「学校運営協議会」を置く学校である「コミ
ュニティ・スクール」の導入や充実に向けた取組を踏まえつつ、幅広い地域の方々の参画により、子供たちの豊かな人
間性を育み、地域を創生する学校内外における活動である「地域学校協働活動」を推進することにより、学校・家庭・
地域が連携・協働して、自立的・継続的に子供を取り巻く課題を解決できる地域社会を目指すものである。

第２　事業名称
　東京都（以下「都」という。）は、文部科学省の「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領（学校を核と
した地域力強化プラン）」（令和２年３月３１日総合教育政策局長・初等中等教育局長決定）の規定による運営委員会
の設置、域内の地域学校協働活動の総合的な調整役を担う者（社会教育法第９条の７に規定する地域学校協働活動
推進員又は地域学校協働活動推進員と同様の役割を担う地域コーディネーター。以下「地域学校協働活動推進員等」
という。）に対する研修等の実施、地域学校協働活動推進員等の配置及び地域学校協働活動に関する取組を「地域学
校協働活動推進事業」（以下「事業」という。）と総称する。

第３　実施主体
　事業の実施主体は、区市町村とし、事業の一部を適当と認められる社会教育団体等に委託して行うことができるも
のとする。
　なお、本事業を実施するに当たり、各実施主体は以下の１及び２を満たすことを要件とする。
　１　コミュニティ・スクールの導入
　区市町村において、以下の（１）から（２）までのいずれかにより「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第
47条の５」に基づくコミュニティ・スクールを導入していること、又は導入に向けた具体的な計画があること。
（１）区市町村において、所管の学校にコミュニティ・スクールを導入していること。
（２）�区市町村において、所管の学校にコミュニティ・スクールを導入するための導入計画を有していること、又は事

業を実施する当該年度に導入計画を策定すること。
　２　地域学校協働活動推進員等を配置すること。
　区市町村は、第５の２から４までに示す活動を実施する場合には、地域学校協働活動推進員等（「地域コーディネ
ーター」を含む。）を配置すること。
　なお、地域学校協働活動推進員等の配置に当たっては、次の①、②に留意すること。
① �地域学校協働活動推進員等は、地域と学校をつなぐ総合的な企画調整のほか、学校や学校関係者、地域の団体
等との連絡調整、地域の協力者の確保・登録・配置、地域の実情に応じた定期的・継続的かつ多様な活動プログ
ラムの企画等を行う。

② �地域学校協働活動推進員の配置に当たっては、社会教育法第９条の７の規定を踏まえ、各地域の中心的な役割を
担い、地域の様々な関係者と良好な関係を保つなど社会的信望があり、かつ地域学校協働活動の推進に熱意と
識見を有するとともに、定期的な連絡調整を行うことが可能な者を選任すること。

第４　設置単位
　地域学校協働本部は、学校区を基本的な設置単位とする。ただし、地域の実情に応じて、区市町村域等を単位とし
た設置が適当と認められる場合は、この限りでない。

第５　事業の内容
　区市町村は、事業の実施に当たり、これまでの学校支援活動などを基盤として「支援」から「連携・協働」へ、また、
「個別の活動」から「総合化・ネットワーク化」を目指し、地域学校協働活動が地域住民等の積極的な参画を得て、学校
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との連携・協働の下に円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制として「地域学校協働本
部」の整備に努めることとする。
　なお、これまでの経緯やそれぞれの地域の特色を踏まえ、独自の名称を使用することも可能である。
　区市町村における事業の内容は、次に掲げるものとする。
　１　運営委員会の設置
（１）区市町村は、域内の地域学校協働活動の運営方法等を検討する運営委員会を設置する。
　　 �なお、運営委員会は、地域の実情に応じ、運営委員会に代わり得る既存の組織等をもって代替することができ

る。
（２）�運営委員会では、事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保

方策等の検討、活動プログラムの企画、域内の学校へのコミュニティ・スクールの導入・充実に向けた検討、事業
の検証・評価等を行う。

（３）�運営委員の選定に当たっては、コミュニティ・スクールの導入を踏まえて地域学校協働活動を推進する趣旨に鑑
み、実情に応じて、行政関係者（教育委員会（学校教育部局及び社会教育部局）、福祉部局及びまちづくり担当
部署等）、学校関係者、ＰＴＡ関係者、社会教育関係者、学識経験者等幅広い分野の方々の参画を得て実施する
よう努めることとする。

　２　必要な人員の配置
（１）地域学校協働活動推進員等
　区市町村は、地域学校協働活動推進員等を配置し、学校関係者や地域の団体、地域住民等のボランティア、
保護者等と連携しながら活動を行うものとする。地域学校協働活動推進員等の選任に当たっては、各地域の中
心的な役割を担い、地域の様々な関係者と良好な関係を保つなど社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動
の推進に熱意と識見を有するとともに、定期的な連絡調整を行うことが可能な者が望ましい。
　地域学校協働活動推進員等は、域内の地域と学校をつなぐ総合的な企画調整のほか、学校や学校関係者、地
域の団体等との連絡調整、地域の協力者の確保・登録・配置、地域の実情に応じた定期的・継続的かつ多様な
活動プログラムの企画等を行う。
　また、事業の実施に当たっては放課後子供教室等の活動間の連携を図るよう努めること。

（２）統括的な地域学校協働活動推進員等
　区市町村は、本事業の趣旨に基づき、主として域内における地域学校協働本部の体制づくりを推進するため、
統括的な地域学校協働活動推進員又は統括コーディネーター（以下「統括的な地域学校協働活動推進員等」と
いう。）を原則として配置する。
　統括的な地域学校協働活動推進員等は、域内の地域学校協働活動推進員等を統括する立場として、地域学
校協働活動推進員等間の連絡・調整、地域学校協働活動推進員等の確保・人材育成のほか、未実施地域におけ
る取組の促進等を図るために必要な活動を行う。
　また、区市町村は配置した統括的な地域学校協働活動推進員等の内から原則として１名を都へ推薦するもの
とし、東京都教育委員会は、その統括的な地域学校協働活動推進員等に対して、東京都地域学校協働活動推進
員として委嘱を行う。

（３）協働活動リーダー
　主に「授業の支援」「部活動指導」等の支援を中心的に担う人材として、地域学校協働活動の支援を実施する
者（以下「協働活動リーダー」という。）を置くことができる。

（４）協働活動サポーター
　プログラムの実施のサポートや子供たちの安全を管理する者を置くことができる。

（５）学習支援員
　児童生徒等に対して地域の人材やＩＣＴの活用等による地域と学校の連携・協働による学習支援を行う取組
（地域未来塾（スタディ・アシスト＋））等において、特別な知識や経験等を活用し、協働活動支援員では行うこ
とのできない学習支援を実施できる者（以下「学習支援員」という。）を置くことができる。

　３　研修等の実施
（１）区市町村は、その所管する学校における学校運営協議会関係者並びに自らが配置する地域学校協働活動推進
員等及び統括的な地域学校協働活動推進員等などに対して、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の現状
や推進方策、子供を取り巻く現代的課題に対する対応方策、福祉団体及び経済団体等多様な関係団体との連携方
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策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策、学習・体験活動等の企画・実施方策、関係者間の情報共有並
びにコミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進する上で参考となる先進地視察等、コミュニティ・
スクールの導入・充実及びコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進に資する研修を実施するよう
努めることとする。

（２�）区市町村は､自らが実施する地域学校協働活動のために協働活動リーダーに対して､児童生徒等との接し方､安
全管理方策及び関係者間の情報共有等の地域学校協働活動の円滑な実施を図るための研修を行うよう努めるこ
ととする。

　４　地域学校協働活動の実施・運営
　地域学校協働活動の実施・運営に当たっては、地域学校協働本部等の仕組みの下、多様な地域学校協働活動の
安定的・継続的な実施に努めるとともに、活動の充実を図ることとする。
　なお、本事業において補助の対象とする地域学校協働活動に含まれる取組は、以下の内容を有するものとする
が、いずれの取組を実施する場合においても、幅広い地域の方々の十分な参画を得た上で、教員の業務負担軽減や
放課後児童対策等の課題解決に資する取組とすること。
（１）「学校における働き方改革」を踏まえた活動
　学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、未来を担う子供たちの育成を学校のみに委ねることは不可能
であり、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を果たし、社会総がかりで教育活動を行うことが求められる。この
ことを踏まえ、地域と学校の連携・協働の下「学校における働き方改革」に取り組むことにより、子供たちが地
域全体に見守られ、安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動を行う。
　なお、活動の実施に当たっては、「学校における働き方改革に関する取組の徹底について」（平成31年３月
18日付け文部科学事務次官通知30文科初第1497号）及び「『教師を取り巻く環境整備について緊急的に取
り組むべき施策（提言）』（令和５年８月28日中央教育審議会初等中等教育分科会質の高い教師の確保特別
部会）を踏まえた取組の徹底等について」（令和５年９月８日付け文部科学省初等中等教育局長・総合教育政
策局長通知５文科初第1090号）なども参考とすること。

（２）地域住民等の参画による放課後等の学習支援・体験活動
　全ての児童生徒等を対象として、地域の人材の協力を得て、主に以下の取組により地域と学校の連携・協働
による学習支援及び体験活動を行う。
ア�　放課後や週末等において、学校の余裕教室等を活用して全ての子供たちの安全・安心な活動場所を確
保し、地域と学校が連携・協働して学習や様々な体験・交流活動の機会を定期的・継続的に提供する放課
後等支援活動（「放課後子供教室」を除く。）。

イ�　学習支援員を活用し、児童生徒等に対して地域の人材やＩＣＴの活用等による地域と学校の連携・協働
による学習支援を行う取組（地域未来塾（スタディ・アシスト＋））

ウ�　その他の地域学校協働活動
　上記ア、イのほか、幅広い地域住民の参画を得て、地域と学校が連携・協働して行う多様な活動

第６　事業計画書の提出
　補助金の交付を受けようとする区市町村は、都が指定する期日までに、事業計画書を提出するものとする。

第７　事業報告書の提出
　補助金の交付を受けた区市町村は、都が指定する期日までに、事業報告書を提出するものとする。

第８　費　用
　１�　都は、第３から第５までに規定する要件を満たす事業（一部を委託して実施する場合も含む。）に対して、予算の

範囲内で補助するものとする。
　２�　区市町村は、事業の事業費を積算する際（事業の一部を委託して実施する場合も含む。）の補助対象経費は、諸

謝金、旅費、通信運搬費、印刷製本費、会議費、消耗品費、借料及び損料、保険料、雑役務費及び委託費とし、以下
の基準に基づき計上することとする。

　（１）諸謝金について
　統括的な地域学校協働活動推進員等、地域学校協働活動推進員等、協働活動リーダー、学習支援員等の謝金
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単価は別表の金額を上限とする。
　なお､各人員の配置については､各地域の実情に応じて､真に必要な人数を配置することとする｡

（２）旅費について
　地域学校協働活動の実施に係る旅費の取扱いについては、別表のとおりとする。

（３）消耗品費について
　受益者負担の観点から、地域学校協働活動の実施に係る個人に給する経費は対象外とする。

（４）保険料について
　ア�　受益者負担の観点から、地域学校協働活動に参加する児童生徒等や保護者に係る経費は対象外とする。
　イ　雇用保険は対象外とする。

（５）その他
　ア�　補助対象とする経費については、各地方公共団体や学校、ＰＴＡ等の通常の活動に係る経費と明確に区別

し、まぎれのないようにすること。
　　　また、それぞれ所有している物品等が利用できる場合は、極力当該物品等の利用に努めること。
　イ　飲食物費（都が認める会議費以外のもの。）及び交際費に該当する経費は対象外とする。

第９　その他留意事項
　１�　本事業の実施に当たっては、「放課後子供教室事業」その他関連事業を実施している場合には当該事業と連携し

た取組となるよう努めること。
　２�　本事業の実施に当たっては、その趣旨を踏まえ、多くの地域の方々の参画を得て実施することにより、地域社会全

体の教育力の向上を図るとともに、学校関係者や保護者、地域住民等、実際の活動に取り組む関係者間で目的を共
有し、コミュニケーションの充実を図るなど、学校・家庭・地域が連携協力して、子供の教育活動を支援する仕組みづ
くりの推進に努めること。

　３�　地域住民等の参画による放課後等の学習支援・体験活動の実施に当たっては、児童生徒等が学校の教育活動外
の時間帯に多くの大人と接することにより、児童生徒等の多様な側面を把握することができ、これらを学校の教職員
等と共有することなどを通じて学校運営の円滑化にも資するものであることから、学校の教育活動と連携・協働し
た仕組みづくりに努めること。

　４�　事業の一部を社会教育団体・民間教育事業者等に委託する場合には、事業の趣旨や内容、留意事項等を踏まえ、
適切な団体等を選定するとともに、適切な事業運営がなされるよう、指導を徹底すること。

　５�　本事業の成果等を収集・分析し、事業の改善及び充実を図るため、区市町村においては、事業実施前に「学校運
営上の課題」や「学校と地域の課題」、「学校と家庭の課題」など、本事業で重点的に取り組む課題に応じた目標及
び目標の達成度を測るための指標を設定し、報告すること。

　　�　なお、本事業で設定した目標等について、他の「学校における働き方改革」の取組状況等と併せて自治体ごとに公
表すること。

　６�　区市町村においては、事業実施後に５で設定した目標の達成度等について検証・評価等を行い、その結果につい
て、検証・評価等を行うための基礎となったデータと併せて報告すること。

　　�　なお、検証・評価等の結果について、他の「学校における働き方改革」の取組結果等と併せて自治体ごとに公表す
ること。

　７�　上記５及び６に定める目標等の報告や公表の事実が認められない場合、交付要綱第16条（交付決定の取消し等）
の規定を適用するものとする。

　８�　区市町村においては、上記５及び６に定める目標や取組結果等の公表と併せて、事業を実施する学校単位での
「学校における働き方改革」の取組状況等の公表を積極的に行うよう努めること。

　９�　この要綱に定めるもののほか、補助金交付及び事業の実施に関し、必要な事項は別に定める。

　　　附　則
　この要綱は、令和６年４月１日から適用する。
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東京都地域学校協働活動等推進委員会
　都内の地域学校協働活動等の総合的な在り方の検討などを行っています。

第 1回
令和６年５月２７日
（月曜日）

１令和６年度　国庫補助事業「学校・家庭・地域連携協力推進事業（学校を核とした地域力強化
プラン）」について

２地域学校協働活動等に関する教育庁内各事業の現状について
３今後の事業推進に向けた課題と方向性等について

第２回
令和７年１月１４日
（火曜日）

１文部科学省CSマイスター竹原和泉氏、大門和喜氏による他府県の導入状況に関する情報提供
２今後の事業推進に向けた方向性等について（協議）

第 3回
令和 7年３月７日
（金曜日）書面開催

１コミュニティー・スクールの導入に関する事項について

統括コーディネーター会議
　都教育委員会は、社会教育法第六条第二項に基づき域内の協働活動の活性化と拡充を図るため、令和元年度から
地域学校協働活動推進事業実施地区に推進員を配置しています。令和 6年度が 6年目となりました。
　推進員は、都教育委員会の施策に協力する統括的な推進員として位置付け、地域学校協働活動推進事業実施地区
間の情報の共有を図るとともに、域内における地域学校協働活動の推進に関する取組を行っています。

回 日時 会場（開催方法） 内容 出席者数
（分科会参加者数） 地区数

第 1回
令和６年５月 31 日
（金曜日）

東京都立多摩図
書 館 セ ミ ナ ー
ルーム

1　令和６年度統括コーディネーター会議について
⑴　事業説明［生涯学習課事務局］
⑵　�情報交換「統括コーディネーターの役割」について
2　統括コーディネーターの取組に関する協議
⑴　�令和６年度「地域学校協働活動推進フォーラム」等の企画
検討

⑵　「統括コーディネーター会議」の活用に関する検討

35 29

第 2回 令和６年７月26日
（金曜日） オンライン 地域学校協働活動推進フォーラムの企画運営について 9 7

第 3回 令和６年８月６日
（火曜日） オンライン 地域学校協働活動推進フォーラムの企画運営について 12 11

第 4回 令和６年８月22日
（木曜日） オンライン 地域学校協働活動推進フォーラムの企画運営について 12 10

第 5回 令和６年９月19日
（木曜日） オンライン 地域学校協働活動推進フォーラムの企画運営について 12 10

第 6回 令和６年 11月22日
（金曜日）

第一本庁舎 5階
レセプションホール

1　外部人材の活用について
⑴　プログラムアドバイザーによる事例紹介
⑵　情報交換

29 25

第 7回 令和７年２月７日
（金曜日）

東京都教職員研
修センター
111 研修室

1　令和６年度の各域内における取組について
⑴　�事務局説明　⑵　情報交換
2　「統括コーディネーター会議」の取組
⑴　�事務局説明　⑵　来年度の向けた意見交換

29 25

事業普及活動
　東京都生涯学習情報（ＨＰ「地域学校協働活動推進事業」）
　地域学校協働本部及び地域未来塾の取組について紹介しています。
　https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/shien.html

　とうきょうの地域教育 No.153
　特集：放課後の豊かな学び 安心安全な居場所をめざして
　～多様に展開する放課後の学習支援や体験・交流活動のいま～
　“ 体験活動 ” や “ 学習支援 ” 等、地域学校協働活動としての子供たちの交流活動について掲載しました。
　https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/mishoubn.htm

検 索東京都 地域学校協働活動
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２　東京都教育委員会における地域学校協働活動推進の取組
　東京都教育委員会では、広域的な立場から地域における地域学校協働活動の取組を支援するため、主に次の取組を
実施しています。



令和６年度東京都地域学校協働活動推進フォーラム／コミュニティ・スクール推進フォーラム
　「『子供たちの豊かな出会いと学びのために』～そのために知っておきたい、学校と地域のかかわりかた～」をテー
マに、学習指導要領が目指す「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、区市町村教育委員会職員、統括及び地域コー
ディネーター、コミュニティ・スクールの委員、小・中学校の教員などの関係者が一堂に会し、対話をとおして共に
学ぶ場として開催しました。また、「統括コーディネーター会議（企画委員会）において、様々な意見を出し合い、
プログラム内容の企画及び当日の運営を担いました。

※以下「学校運営協議会（コミュニティ・スクール）」を「ＣＳ」とします。

日 時
　⑴フォーラム特設ホームページ公開
　　令和６年１１月上旬から令和７年１月末まで
　⑵「学び・参加するプログラム」開催
　　令和６年１１月２２日（金曜日）午後１時 15分から４時 30分まで

対 象
　⑴各区市町村地域学校協働活動関係者
　　ア　区市町村教育委員会担当者（本部事業実施地区 37、未実施地区 25）
　　イ　統括コーディネーター（45名、34地区））
　　ウ　地域コーディネーター（約 3,000 名）
　　エ　その他学校関係者（地域連携担当教員）等
　⑵各区市町村学校運営協議会関係者
　　ア　区市町村教育委員会担当者（学校運営協議会設置地区 44、未設置地区 18）
　　イ　ＣＳ委員等関係者
　　ウ　その他学校関係者（管理職）等
　⑶地域教育推進ネットワーク東京都協議会会員団体

オンライン開催コンテンツ
　⑴フォーラム特設ホームページの開設
　　特設ホームページトップページアクセス数　開催期間計 1,134 アクセス
　⑵ＨＰ上の主なコンテンツ
　　ア　「学び・参加するオンラインプログラム」（11月 22日金曜日開催）案内、アーカイブ動画配信
　　イ　地域教育推進ネットワーク東京都協議会（以下「ネットワーク協議会」）会員団体プログラム紹介
　　ウ　地域学校協働活動関連情報（都、区市町村、文科省、その他）

R6フォーラムトップページ

□地域学校協働活動推進フォーラム／コミュニティ・スクール推進フォーラム
　詳細は、28頁から 35頁を参照

R６企業・NPO等による
“教育プログラム ”オンライン見本市
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プログラムアドバイザーの活用促進
■プログラムアドバイザーの仕組み
　企業等の教育プログラムの効果的な活用を推進するために、　教科学習支援、キャリア教育支援、2つの分野の「プ
ログラムアドバイザー」を配置し、学校の希望に応じて助言や授業の実施支援を行っています。
　令和 6年度は、教員を対象に都内小中学校、また各地域の地域学校協働活動推進員対象の研修の講師として有益な
アドバイスをいただきました。

■プログラムアドバイザーにできること
● プログラム（企画）の相談
● 学校の教育目標に沿って、全体的な方向性のアドバイス
● 研修（カリキュラムマネジメントのためのアドバイスなど）

①
②
③
④
⑤

学校・コーディネーター等　　　都生涯学習課
都生涯学習課　　　プログラムアドバイザー
都生涯学習課　　　学校・コーディネーター等
学校・コーディネーター等　　　プログラムアドバイザー
プログラムアドバイザー　　　都生涯学習課

依 頼  ・ 相 談：
日 程 調 整：
日 程 等 連 絡：
事 業 打 ち 合 わ せ：
実施報告書の提出：
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Ⅴ
令和５年度

区市町村における
地域学校協働活動の

取組実績

１　令和５年度区市町村における地域
学校協働本部の取組

２　令和５年度区市町村における地域未
来塾の取組



１ 令和５年度地域学校協働活動推進事業実績
基本情報①

実施地区名 所管部課名 運営委員会名 地域学校協働本部名称 推進員（コーディネーター）名称

1 港 区 教育推進部生涯学習スポーツ振
興課

港区地域学校協働活動推進事業
運営委員会 地域学校協働本部 地域コーディネーター

2 新 宿 区 教育支援課 新宿区土曜事業運営委員会 理科実験教室 地域コーディネーター

3 文 京 区 教育推進部教育総務課 地域学校協働本部実行委員会 地域学校協働本部 地域コーディネーター

4 墨 田 区 地域教育支援課 学校支援ネットワーク実行委員会/
八広小学校地域学校協働本部

学校支援ネットワーク本部/
八広小学校地域学校協働本部

地域コーディネーター/
地域学校協働活動推進員

5 江 東 区 地域教育課 地域学校協働本部運営委員会 地域学校協働本部、○○ファン
クラブ、○○応援団等 コーディネーター

6 品 川 区 指導課 品川コミュニティ・スクール推進会議 学校支援地域本部 学校地域コーディネーター

7 大 田 区 教育総務部教育総務課 大田区地域学校協働活動事業実
行委員会

学校支援地域本部、地域学校
協働本部

学校支援コーディネーター、地
域学校コーディネーター

8 世 田 谷 区 生涯学習部生涯学習・地域学校
連携課

学校を地域で支えるしくみ検討委
員会

「各区立小・中学校名」学校支
援地域本部 学校支援コーディネーター

9 渋 谷 区 地域学校支援課 地域学校協働活動推進事業運営
委員会

「各区立小・中学校名」地域学
校協働本部 地域学校協働活動推進員

10 中 野 区 子ども・教育政策課 地域学校運営協議会 地域学校協働本部 地域コーディネーター

11 杉 並 区 学校支援課 学校支援本部運営懇談会 学校支援本部 学校・地域コーディネーター

12 北 区 生涯学習・学校地域連携課 東京都北区学校支援地域本部実
行委員会 東京都北区地域学校協働本部 地域学校協働活動推進員

（スクールコーディネーター）

13 板 橋 区 地域教育力推進課 地域学校協働活動推進員連絡協
議会

学校支援地域本部、○○応援
団、チーム○○　ほか

地域学校協働活動推進員（地
域コーディネーター）

14 練 馬 区 教育振興部教育指導課 練馬区学校・地域連携推進委員会 〇〇学校地域学校協働本部 学校支援コーディネーター

15 葛 飾 区 地域教育課 学校地域応援団実行委員会 学校地域応援団 地域コーディネーター

16 江 戸 川 区 教育推進課 江戸川区学校応援団運営委員会 学校応援団 コーディネーター

17 八 王 子 市 学校教育部 地域教育推進課 地域学校協働活動推進検討委員会 八王子市地域学校協働本部 地域学校協働活動推進員（学
校コーディネーター）

18 立 川 市 教育部生涯学習推進センター・
教育部指導課 地域学校協働本部連絡会 立川市地域学校協働本部 地域学校コーディネーター

19 武 蔵 野 市 教育部指導課教育推進室 地域コーディネーター連絡会 開かれた学校づくり協議会 地域コーディネーター

20 三 鷹 市 教育部教育政策推進室 コミュニティ・スクール委員会会長
・副会長連絡会

○○学園コミュニティ・スクール委
員会支援部、サポート部　ほか スクール・コミュニティ推進員

21 府 中 市 教育部指導室 コミュニティ・スクール事業推進運
営委員会

スクール・コミュニティ協議会
（地域学校協働本部） 地域コーディネーター

22 調 布 市 教育部指導室 地域学校協働本部推進委員会 調布市　地域学校協働本部 地域コーディネーター

23 町 田 市 学校教育部指導課 学校支援運営会議 町田市学校支援センター（地域
学校協働本部）

学校支援ボランティアコーディ
ネーター

24 小 金 井 市 生涯学習部生涯学習課 社会教育委員の会議 地域学校協働本部 地域学校協働活動推進員（地
域コーディネーター）

25 小 平 市 教育部地域学習支援課 小平市地域学校協働本部運営委
員会 小平市地域学校協働本部 地域教育コーディネーター

26 日 野 市 教育部生涯学習課 日野市地域学校協働運営委員会 地域支援本部（地域学校協働本
部） 地域コーディネーター

27 福 生 市 教育部生涯学習推進課 福生市学校支援運営委員会 学校支援地域組織 学校支援コーディネーター

28 狛 江 市 教育部社会教育課 地域学校協働活動推進委員会 地域学校協働本部 地域学校協働活動推進員（地
域コーディネーター）

29 清 瀬 市 教育部生涯学習スポーツ課 清瀬市学校支援本部運営委員会 清瀬市学校支援本部 地域コーディネーター

30 武 蔵 村 山 市 教育部文化振興課 武蔵村山市土曜日チャレンジ学校
運営委員会

武蔵村山市土曜日チャレンジ学
校 地域コーディネーター

31 多 摩 市 教育部教育指導課 地域学校協働活動推進委員会 ○○学校地域学校協働本部 地域学校協働活動推進員

32 稲 城 市 教育部指導課 地域と共にある学校推進事業運営
委員会

地域と共にある学校推進事業運
営委員会 学校支援コンシェルジュ

33 羽 村 市 生涯学習部学校教育課 学校支援運営委員会 羽村市学校支援地域本部 学校支援地域本部コーディネ
ーター

34 あ き る 野 市 教育部生涯学習推進課 あきる野市地域教育協議会 学校支援地域本部 地域コーディネーター

35 西 東 京 市 教育部社会教育課 西東京市学校運営協議会 西東京市学校応援団 地域コーディネーター

36 瑞 穂 町 教育指導課 瑞穂町地域学校協働本部事業運
営委員会 地域学校協働本部 地域コーディネーター

37 日 の 出 町 学校教育課 日の出町地域学校協働活動推進
協議会事業運営委員会 日の出町地域学校協働本部 地域コーディネーター
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基本情報②

実施地区名

協
議
会
（
本
部
）

実施校数 
(　）内設置校数

地域コーディネーター数 
(　）内「地域学校協働活動推進員」委嘱数

統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
数

（ 

　
）
内
地
域
学
校
協
働

活
動
推
進
員

都
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員

小
学
校

中
学
校

義
務
教
育
学
校

幼
稚
園
そ
の
他

合
計

地
域
学
校
協
働
本

部
対
象
校
割
合

小
学
校

中
学
校

義
務
教
育
学
校

幼
稚
園
そ
の
他

合
計

推
進
員
委
嘱
割
合

1 港 区 24 19 (19) 10 (10) 26 (26) 55 (55) 100% 30 19 7 56 2 (1) 1

2 新 宿 区 1 29 (29) 10 (10) 39 (39) 100% 1

3 文 京 区 30 20 (20) 10 (10) 30 (30) 100% 126 66 192 1 (1) 1

4 墨 田 区 2 25 (25) 10 (10) 35 (35) 100% 12 (3) 12 1 (1) 1

5 江 東 区 69 45 (45) 23 (23) 1 (1) 69 (69) 100% 179 (179) 77 (77) 1 (1) 257 (257) 100% 3 (3) 3

6 品 川 区 46 31 (31) 9 (9) 6 (6) 46 (55) 84% 80 14 24 118 2 (1) 1

7 大 田 区 87 59 (59) 28 (28) 87 (87) 100% 180 87 267 1 (1) 1

8 世 田 谷 区 1 61 (61) 29 (29) 90 (90) 100% 185 74 259 1 (1) 1

9 渋 谷 区 25 18 (18) 8 (8) (5) 26 (31) 84% 33 (33) 14 (14) 47 (47) 100% 1 (1) 1

10 中 野 区 12 9 (21) 3 (9) (3) 12 (33) 36% 1 1 1 (1) 1

11 杉 並 区 61 40 (40) 21 (23) 61 (65) 94% 160 104 264 (3) 1% 1 (1) 1

12 北 区 1 34 (34) 12 (12) 46 (46) 100% 83 (75) 25 (25) 108 (100) 93% 1 (1) 1

13 板 橋 区 73 51 (51) 22 (22) 73 (73) 100% 198 (198) 76 (76) 274 (274) 100% 2 (2) 2

14 練 馬 区 101 65 (65) 33 (33) 3 (3) 101 (101) 100% 87 46 4 137 4 (1) 1

15 葛 飾 区 72 49 (49) 24 (24) (3) 73 (76) 96% 60 24 84 1 1

16 江 戸 川 区 98 66 (66) 32 (32) (1) 98 (99) 99% 66 32 98 1 (1) 1

17 八 王 子 市 101 69 (69) 37 (37) 1 (1) 107 (107) 100% 112 (112) 55 (55) 5 (5) 172 (172) 100% 3

18 立 川 市 28 19 (19) 9 (9) 28 (28) 100% 17 14 31 2 2

19 武 蔵 野 市 18 12 (12) 6 (6) 18 (18) 100% 16 (16) 8 (8) 24 (24) 100% 1 (1) 1

20 三 鷹 市 7 15 (15) 7 (7) 22 (22) 100% 7 (7) 11 (11) 18 (18) 100% 1 (1) 1

21 府 中 市 33 22 (22) 11 (11) 33 (33) 100% 31 14 45 1 (1) 1

22 調 布 市 28 20 (20) 8 (8) 28 (28) 100% 53 21 74 1 (1) 1

23 町 田 市 62 42 (42) 20 (20) 62 (62) 100% 66 23 89 12 (4) 3

24 小 金 井 市 14 9 (9) 5 (5) 14 (14) 100% 16 5 21 (20) 95% 1 (1) 1

25 小 平 市 1 19 (19) 8 (8) 27 (27) 100% 38 14 52 2 (2) 3

26 日 野 市 21 17 (17) 4 (8) 21 (28) 75% 44 5 49 1 (1) 1

27 福 生 市 10 7 (7) 3 (3) 10 (10) 100% 20 8 28 1 (1) 1

28 狛 江 市 1 6 (6) 4 (4) 10 (10) 100% 6 (6) 4 (4) 10 (10) 100% 1 (1) 1

29 清 瀬 市 14 9 (9) 5 (5) 14 (14) 100% 19 4 23 1 1

30 武 蔵 村 山 市 1 9 (9) 5 (5) 14 (14) 100% 5 5

31 多 摩 市 23 17 (17) 9 (9) 26 (26) 100% 17 (17) 10 (10) 27 (27) 100% 1 (1) 1

32 稲 城 市 6 12 (12) 6 (6) 18 (18) 100% 22 (22) 22 (22) 100% 1 (1) 1

33 羽 村 市 10 7 (7) 3 (3) 10 (10) 100% 2 4 6 1 (1) 1

34 あ き る 野 市 10 10 (10) (6) 10 (16) 63% 36 36 11 (1) 1

35 西 東 京 市 16 11 (18) 5 (9) 16 (27) 59% 14 (14) 7 (7) 21 (21) 100% 1 (1) 1

36 瑞 穂 町 1 5 (5) 2 (2) 7 (7) 100% 5 2 7 1 1

37 日 の 出 町 1 3 (3) 2 (2) 5 (5) 100% 2 2 4 1 1

合計 1109 961 (980) 443 (465) 8 (10) 29 (53) 1441 (1508) 2005 (660) 892 (309) 30 6 11 2938 (995) 69 (36) 42

実施地区数 37 地区
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２ 令和5年度区市町村における地域未来塾の取組

小学生対象地域未来塾一覧

実施地区名 名称

開始年度 実施会場 対象学年 学習支援員内訳

地
域
未
来
塾

学
習
支
援

学校

合
計 1 2 3 4 5 6

企
業
人

元
教
員

大
学
生

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
関
係
者

そ
の
他

合
計

備
考

（
そ
の
他
内
訳
）

小
学
校

義
務
教
育
学
校

1 文京区 地域未来塾 28 28 7 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 5 8 27 地域住民等

2 墨田区 墨田区小学校放課後
補習 28 28 23 23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 24 70 97 地域住民等

3 江東区 土曜・放課後学習教
室 29 21 45 1 46 ○ ○ ○ 21 16 1 121 159 地域住民等

4 品川区 品川地域未来塾 28 27 31 6 37 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 34 79 1 161 288 地域住民等

5 渋谷区 土曜・放課後学習ク
ラブ（まなび～） 令和２ 21 18 18 ○ ○ ○ 2 6 32 40

地域住民、都非常勤職員、
区少人数指導職員、特別支援学
級補助員・支援員・介助員等

6 杉並区 すぎなみ塾 29 18 16 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 19 15 61 109 地域有識者等のボランティア

7 北区 学力フォローアップ
教室 28 27 34 34 ○ ○ ○ ○ 36 49 156 241 地域住民

8 荒川区 あらかわ寺子屋事業 29 26 24 24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28 23 71 122 保護者、地域住民

9 練馬区 地域未来塾 28 44 44 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 44 166 544 1785 2539 地域の協力者

10 江戸川区 放課後補習教室 令和２ 令和２ 66 66 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 202 202

11 立川市
立川市地域未来塾補
習教室、立川市地域
未来塾学習教室

30 27 19 19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 8 64 89 地域住民、民間教育事業者

12 武蔵野市 学習支援教室 令和４ 令和２ 12 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 34 地域住民等

13 三鷹市 みたか地域未来塾 28 28 15 15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 2 82 210 296 ・地域の方・保護者

14 青梅市 青梅市学力向上対策事業
（ステップアップクラス） 30 25 16 16 ○ ○ ○ 3 9 7 49 68 学校教育活動支援員、講師等

15 昭島市
昭島市立小学校
土曜日・放課後補習
教室

30 27 13 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 65 75 地域住民等

16 調布市 調布市立小学校地域
未来塾 30 22 6 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 6 25 34 地域住民

17 小金井市 小金井市地域未来塾 令和２ 7 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63 59 122 地域住民
保護者

18 日野市 三算教室 30 30 6 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 65 73 地域住民

19 国立市 放課後学習支援教室 28 26 8 8 ○ ○ 3 19 3 27 52 地域住民、学校関係者（講師等）

20 福生市 放課後学習支援 28 7 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 31 33 地域住民

21 狛江市 放課後学習室 令和 5 1 1 ○ 14 3 17 地域人材

22 東大和市 東大和市地域未来塾 30 27 10 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 5 55 69

23 武蔵村山市 武蔵村山市地域未来塾 令和元 20 9 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 44 18 70 学校支援員

24 多摩市
地域未来塾（おはよう
教室、放課後プラスな
ど学校ごとに愛称あり）

29 27 17 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 31 54 98 地域住民、ピアティーチャー（教
育活動指導教員）

25 瑞穂町 学びのテーマパーク 令和２ 28 5 5 ○ ○ ○ ○ 25 25 地域住民

26 日の出町 平井小学校放課後学
習室 30 29 1 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 2 地域住民

27 檜原村 檜原村放課後学習教
室 30 30 1 ○ ○ ○ ○ 6

28 奥多摩町 放課後英語教室 令和元 30 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 地域住民

29 大島町 未来塾 令和 3 令和 3 1 1 ○ 4 4

合　計 464 7 468 19 19 24 27 27 27 268 394 1057 22 3251 4985
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中学生対象地域未来塾一覧

実施地区名 名称

開始年度 実施会場 対象学年 学習支援員内訳

地
域
未
来
塾

学
習
支
援

学校 学校外施設

合
計 1 2 3

企
業
人

元
教
員

大
学
生

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
関
係
者

そ
の
他

合
計

備
考

（
そ
の
他
内
訳
）

中
学
校

義
務
教
育
学
校

施
設
名

個
所
数

1 港区 学びの未来応援学習講座 30 29 港区立生涯学習セン
ター 1 1 ○ 7 7

2 文京区 地域未来塾・学びの広場 28 28 10 音羽地域活動
センター 1 11 ○ ○ ○ 6 73 13 50 142

3 墨田区 学力向上支援事業 28 17 9 9 ○ ○ ○ 3 15 10 28 地域住民等

4 江東区 土曜・放課後学習教室 29 21 23 1 24 ○ ○ ○ 10 22 2 32 66 地域住民等

5 品川区 品川地域未来塾 28 27 9 6 15 ○ ○ ○ 1 8 38 57 104 地域住民等

6 渋谷区 土曜・放課後学習クラブ
( まなび～ ) 令和２ 21 8 8 ○ ○ ○ 5 4 10 19 地域住民、都非常勤職員、

介助員、特別支援教育職員

7 杉並区 すぎなみ塾 28 18 12 12 ○ ○ ○ 33 43 23 99 地域有識者等のボラ
ンティア

8 豊島区 としま地域未来塾 28 28
豊島区立教育センター、
西巣鴨区民集会室、
南長崎第一区民集会室

3 3 ○ ○ ○ 1 2 39 42 ボランティア等

9 荒川区 あらかわ寺子屋事業、基礎学力向上事業 29 26 10 10 ○ ○ ○ 40 8 17 14 79 保護者、地域住民

10 練馬区 地域未来塾 28 31 31 ○ ○ ○ 817 132 29 534 1512 地域の協力者

11 立川市 立川市地域未来塾補習教室 30 26 9 9 ○ ○ ○ 1 8 20 29 地域住民

12 武蔵野市 学習支援教室 令和４ 令和２ 6 6 ○ ○ ○ 27 27 地域住民等

13 三鷹市 みたか地域未来塾 28 28 7 ○ ○ ○ 2 2 82 210 296 ・地域の方・保護者

14 青梅市 青梅市学力向上対策事業
（ステップアップクラス） 30 25 10 10 ○ ○ ○ 2 9 3 1 15 30

15 昭島市
昭島市立中学校　土曜
日・放課後補習教室、土
曜日補習教室（英検対策）

30 27 6
教育福祉総合セン
ター（アキシマエ
ンシス）

1 7 ○ ○ ○ 2 13 15 地域住民等

16 調布市 調布市立中学校地域未来
塾 30 22 7 7 ○ ○ ○ 6 8 88 62 164 保護者、地域住民

17 町田市 町田市立中学校地域未来塾 28 20 19 19 ○ ○ ○ 17 26 6 100 149 保護者、地域住民等

18 小金井市 小金井市地域未来塾 令和２ 2 2 ○ ○ ○ 7 6 保護者、地域住民等

19 小平市 中学校放課後学習教室
（地域未来塾） 29 26 8 8 ○ ○ ○ 21 78 91 190 地域住民等

20 日野市 日野一中期末考査対策講座 28 22 4 4 ○ ○ ○ 6 14 20 地域ボランティア等

21 国立市 放課後学習支援教室 30 30 3 3 ○ ○ ○ 6 5 11 学校関係者（講師等）

22 福生市
①放課後学習支援　②ス
タディ・アシスト事業（令
和２年度から）

30 3
②スタディ・アシス
ト事業は扶桑会館
（地域会館）で実施

1 4 ○ ○ ○ 2 16 18 地域住民等

23 東大和市 東大和市地域未来塾 30 27 5 5 ○ ○ ○ 1 10 15 26 地域住民、学習指導員
（市会計年度任用職員）

24 武蔵村山市 武蔵村山市地域未来塾 令和元 27 5 5 ○ ○ ○ 9 12 10 31 学校支援員

25 多摩市 地域未来塾（サポートスクール、朝プ
ロジェクトなど学校ごとに愛称あり） 28 27 9 9 ○ ○ ○ 10 8 33 51 地域住民、ピアティー

チャー（教育活動指導教員）

26 瑞穂町 学びのテーマパーク 令和２ 27 2 2 ○ ○ ○ 5 5 地域住民

27 日の出町 大久野中学校放課後学習教室
（地域未来塾） 30 30 1 1 ○ ○ ○ 2 1 3 地域住民

非常勤講師

合　計 211 7 7 225 26 26 27 60 936 674 94 1412 3163

中高校生等対象地域未来塾一覧

実施地区名 名称

開始年度 実施会場 対象学年 学習支援員内訳

地
域
未
来
塾

学
習
支
援

学校外施設
合
計

中学生 高校生
企
業
人

大
学
生

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
関
係
者

そ
の
他

合
計

備
考

（
そ
の
他
内
訳
）

施
設
名

個
所
数

1 2 3 1 2 3

1 板橋区
中高生勉強会
「学びｉプレ
イス」

29 29
教育支援センター、大原生
涯学習センター、成増生涯
学習センター、中央図書館、
高島平図書館

5 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 13 10 34

2 国立市 LABO ☆くに
スタ 28 26 公民館 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40 40

合　計 6 6 2 2 2 2 2 2 11 53 10 74
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小学校対象地域未来塾における成果等（抜粋）
苦手なところや難しいところなどもそれぞれのペースに合わせて個別に対応できるため、丁寧に教えてもらえると、子供たちからも大
変好評である。 地域未来塾 文京区

教材は、主に学校独自のプリントやふりかえりシートを活用。教員を目指す大学生や教員OB等が学習支援員として学習支援を行う。
＜児童・生徒の声から＞
・大学生たちが児童を褒めてくれるので、やる気と自信につながった。

墨田区小学校放課後補習 墨田区

教材は、主に学校で用意した自主教材や児童の持ち込み、ミライシード（タブレット学習ソフト）を活用。地域住民や教員を目指す大学生等が学習
支援員として個別に学習支援を行う。
（学校より）
・基本的な学習習慣を身に着けるために役立ち、基礎学力の定着につながっている。
・学習支援員とのつながりが児童の支えになっている。

土曜・放課後学習教室 江東区

（学校訪問時の聞き取りより）
・児童の基礎学力の定着、自習体制・学習習慣の定着、学習意欲の向上。
・学習の進捗度に応じてシールを貼る、年度末に賞状を授与する等、学習指導員が工夫を凝らした授業を実施し、環境を整えてくれる
ことで、興味を持てる児童が増えた。

土曜・放課後学習クラブ
（まなび～） 渋谷区

「学習習慣が身についた」「地域住民との良い交流の機会になっている」と好評である。 すぎなみ塾 杉並区
基礎的な学習を繰り返し行うため、問題が解けるようになったと喜びの声もあった。
学んだことを授業でも活用して考えることができ、授業への意欲にも繋がっている。 学力フォローアップ教室 北区

平日の放課後に、大学生、教員OB、保護者や地域住民が学習支援員として個別に学習支援を行い、教材は、主に学校独自のプリントや
ICT教材を活用している。家庭学習の取組が難しい児童に対し、学習の場を提供することで、学力の向上に寄与している。 あらかわ寺子屋事業 荒川区

学校ごとの実情や課題に応じて、各校で実施内容を決めて取り組んでいる。 地域未来塾 練馬区

＜児童・生徒の声から＞
・講師からほめられてやる気が出てきた。／・学習カルテの「できる」が増えた。
＜講師の声から＞
・粘り強く取り組む児童が増えてきた。

放課後補習教室 江戸川区

【補習教室】
・児童が基礎的・基本的な学習内容を身に付けることで、学習への意欲を高めることができた。
・児童の学習習慣を定着させる一助となった。
・習熟度に応じた学習を実施することができた。
【学習教室】
・児童の習熟の程度に応じた学習問題に取り組ませることができた。
・受講を希望した児童が参加しているため、意欲的に学習に取り組んだ。
・指導者が児童一人ひとりの状況に応じ、きめ細かく指導することができた。

立川市地域未来塾補習教室、立
川市地域未来塾学習教室 立川市

・�学校の授業の中ではできない、既習学習の復習をすることができる。児童は学習支援教室でできることを増やし、日常の授業の中でも、
前向きな姿勢を見せたり、自身をもって学習に取り組むことができていた。
・�個々の苦手単元を見極め、個人的にアドバイスすることで、理解を助け、学習意欲をもたせることができた。また、担任にも伝え、
連携することで、学級の学習でも、個別のつまづきを認識することができた。

学習支援教室 武蔵野市

＜児童の声から（抜粋）＞
・分からないことが分かるようになり、勉強を頑張ろうと思うようになれた。
  もっと開催の曜日が増えると嬉しい。
＜学習指導員の声から（抜粋）＞
・出来た時の達成感を持てるような声かけを心がけることで、児童の学習への意欲向上や苦手意識の軽減に繋がっているように思う。
＜保護者の声から（抜粋）＞
・分からないことが分かるようになり、自信がついた様子がみられた。
・親以外の大人に褒められ、勉強だけではなく心の面でも成長が見られた。

みたか地域未来塾 三鷹市

＜参加者の声＞
できるようになっていることが分かる。宿題の分からないところも教えてくれる。
＜支援員の声＞
自分に合った進度で学習を進められるため、学習することを楽しんでいる。よく集中している。
児童が力をつけていく様子が励みになる。

青梅市学力向上対策事業
（ステップアップクラス） 青梅市

【児童の様子】
・「次回も参加したい」「来年度も参加する」といった前向きな感想が聞かれた。
・自分のペースで個別学習を進められることで、「できた」「わかった」と実感することができ、達成感が高まった。
【指導員、保護者より】
・各回希望制にしたことで、参加しやすくなった。
・放課後の活動については、一人で留守番等をする子供にとっては、ありがたかった。

昭島市立小学校　
土曜日・放課後補習教室 昭島市

・学習に意欲的に取り組むようになった児童が増えた。
・学習支援員の役割が明確になり，大きな効果を上げている。
・放課後や長期休業中の補習教室の運営を地域学校協働本部で行っているため，教員の負担が減り，教員の働き方改革につながっている。

調布市立小学校地域未来塾 調布市

・教員を目指す大学生や地域の方々が学習支援員として個別に学習支援を行っている。
・これまで教員が実施していた補習授業を、地域未来塾の運営に移行できた小学校があり、先生方の負担軽減の一助となっている。
・未来塾には高学年の児童も参加しており、放課後の居場所の確保の役割も果たしている。

小金井市地域未来塾 小金井市

対象科目は算数が６講座、国語が１講座。
少人数や個別指導の形式をとり基礎学力の向上を目的としている講座が多い。
少人数指導を行うことで、苦手を克服した成果を本人、講師とも感じることが出来る。
児童と学生ボランティアとの交流が生まれることもある。

三算教室 日野市

元教員を各校リーダーとして実施。一校当たり４名を基準として配置する。
年度末に参加児童及び保護者へアンケートを行い、満足度の抽出および保護者の理解を図っている。
事業初年度より「参加してよかったか」「成長できたか」の問いに対して80％～90％の児童が肯定的な回答をしている。アンケート自由記述では、
成績の伸長だけでなく達成感や自己肯定感の向上が多く述べられている。

放課後学習支援教室 国立市

学校からは、「何かあれば事前に打ち合わせができる関係で信頼している。」「学校の教育課程を理解し、協力的に支援していただいて
いる。」といった意見が多く、学習支援員との良好な関係がうかがえる。 放課後学習支援 福生市

児童からは、「ここ楽しい！」「来週も来るね！」という声が聞かれ、学習支援員の大学生とも仲良くコミュニケーションを図りながら
楽しく学ぶことができた。 放課後学習室 狛江市

＜児童・生徒の声から＞たくさん問題を解いてわかるようになり、算数が楽しくなった。
＜学習指導員の声から＞回数を重ねていくにつれ、苦手な単元にも自ら取り組める姿が見られるようになった。/学習意欲や定着率が
高まると同時に、自己肯定感の高まりも見られた。

東大和市地域未来塾 東大和市

・英語に対する興味を高めることができた。
・自ら課題を見つけ、自主的に学習に取り組む児童の姿が多く見られた。
・個別対応により、それぞれの課題に粘り強く取り組むことができ、学習意欲の向上がみられた。
・全国学力調査解答時の空欄が減った。

武蔵村山市地域未来塾 武蔵村山市

・学習内容が定着しにくい児童でも、繰り返し、時間を置いて取り組ませることで、理解が進んだ。（学校関係者）
・継続は力なりで、何度も子供たちと一緒の時間があり信頼関係が出来ているように感じる。（学習支援員）
・勉強を自発的に行うまでは行かないものの、机に向かう習慣が少しはついてきたように思う。（保護者）

地域未来塾（おはよう教室、放
課後プラスなど学校ごとに愛称
あり）

多摩市

・�「ノートまとめコンクール」を自治体で実施しており、児童はコンクールに向けて、調べ学習を行い、まとめることを楽しみにしてい
る。タブレット端末を利用した学習のまとめを希望する児童が行っている。
・学習支援員からの励ましにより、児童の学習意欲が高まった。

学びのテーマパーク 瑞穂町

・友達と一緒のため、意欲的にテスト対策や宿題に取り組めた。（児童）
・宿題の正答率が上がった。（教員）
・分からない問題を質問できるため、粘り強く問題に向き合う子が増えた。（学習支援員）

平井小学校放課後学習室 日の出町

＜児童の声から＞
・分からないところ丁寧に教えてくれて励ましてくれたので、あきらめず勉強に取り組むことができた。
・計算が早く正確にできるようになり、漢字もたくさん覚えることができ指導員にほめられてやる気が出た。
＜学習指導員の声から＞
・意欲的に参加する児童が多く互いに切磋琢磨し取り組んでいるので指導する側もやりがいがあった。
・児童の習熟度に合わせ個別指導を行うことでそれぞれ効果が出てきている。

檜原村放課後学習教室 檜原村

・児童たちが親しみやすいように、英語の絵本や歌、カードゲーム等を主な教材として扱い、楽しみながら学べる授業を実施した。
・中学年や高学年は授業で学んだことでさらに知りたいことを講師の先生に質問したり、調べたりすることにも取り組んでいる。 放課後英語教室 奥多摩町

〈児童、保護者の声から〉楽しんで学ぶことができた。他の学年でも開催してもらえると嬉しい。
〈学習支援員の声から〉国語、算数ともに文章を読んで問題に答える力が向上したように思う。 未来塾 大島町
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中学生対象地域未来塾における成果等（抜粋）
学習塾等を運営している事業者に委託する形式で週１回毎週木曜日を基本としてオンラインを併用した学習講座を実施。
令和５年度に学習講座へ参加した全ての生徒が自身の希望する進路に進学。 学びの未来応援学習講座 港区

参加生徒から、授業内で質問できなかったことも丁寧に教えてもらえると好評である。
参加生徒は、検定合格、成績アップなどそれぞれの目標に向かって頑張っている。 地域未来塾・学びの広場 文京区

教材は、主に学校独自のプリントやふりかえりシートを活用。教員を目指す大学生や教員OB等が学習支援員として学習支援を行う。 墨田区中学校放課後補習 墨田区

・基本的な学習習慣を身に着けるために役立ち、基礎学力の定着につながっている。
・特に定期テスト対策として活用している。 土曜・放課後学習教室 江東区

（学校訪問時の聞き取りより）
・生徒一人ひとりに対して個別に指導員が対応していることで、授業だけで理解が不十分なことについて、自分のペースで落ち着いて
学習ができている。

・高校受験を控えた生徒には受験校の過去問等に沿った勉強をしており、個別塾のような環境で生徒の学力向上につながっている。

土曜・放課後学習クラブ（まな
び～） 渋谷区

「学習習慣が身についた」「すぎなみ塾の英語学習により、英検に合格できた」と好評である。 すぎなみ塾 杉並区

自学自習を通して学習習慣と学力の定着、学習支援員やボランティアとのコミュニケーション・相談を通して悩みや不安の解消を図る
ことを目的としている。また、学校配布のタブレットを活用した学習支援を行う場合もある。 としま地域未来塾 豊島区

平日の放課後に、大学生、教員OB、保護者や地域住民が学習支援員として個別に学習支援を行い、教材は、主に学校独自のプリント
や ICT教材を活用している。また、中学１年生の有志を対象に、夏季休業期間を中心とした 10 日間に、英語・数学の補習を授業形式
で行っており、学力の向上に寄与している。

あらかわ寺子屋事業、基礎学力
向上事業 荒川区

学校ごとの実情や課題に応じて、各校で実施内容を決めて取り組んでいる。 地域未来塾 練馬区

・基礎レベルの補習や既習事項の復習をすることで、基礎学力の定着につながった。
・国語・数学・英語に限らず、理科や社会についても生徒のニーズに応じ学習支援員が個別指導を行った。 立川市地域未来塾補習教室 立川市

・授業内では理解できなかった内容が理解できるようになった。
・生徒自身も自主的に学習しようとする姿勢が見られるようになった。
・学年内の活動により、生徒同士も学び合い、励まし合いといった環境が生まれた。

学習支援教室 武蔵野市

＜生徒の声から（抜粋）＞
・自分で計画して勉強をできるようになり、頑張る意欲がわいた。
・定期テスト対策や宿題に取り組むことができた。
＜学習指導員の声から（抜粋）＞
・英検対策でリスニング・作文が良くできたと生徒から報告があり、実施の効果を実感した。
・定期試験以外でも、自ら積極的に勉強に取り組む姿勢が見えてきた。
＜保護者の声から（抜粋）＞
・わからないことがわかるようになった様子が見られる。定期テスト対策にも役立つ。

みたか地域未来塾 三鷹市

＜参加者の声＞
分からない問題があれば先生に聞くことができるし、集中して勉強できる時間ができて良かった。
勉強したいところを自分で決めて勉強できるのがよい。わからないところを自分の理解度に合わせてゆっくり教えてもらえるのがよい。
＜支援員の声＞
３年間続けた生徒たちが力をつけ成果が表れた。少しずつ分かるようになっていく姿を見ることがうれしい。

青梅市学力向上対策事業
（ステップアップクラス） 青梅市

【生徒の声】
・基礎学力の向上がみられ、学習の習慣化に繋がった。
【指導員の声】
・専門教科以外の指導が難しいことがあった。
〔英検対策〕
【生徒の声】
・指導員から試験で重要となるところを教えてもらえるので良かった。( 新傾向問題や制限時間の延長　など )
【指導員の声】
・意欲のある生徒が多いので、事前に予習をして指導をしている。

昭島市立中学校　土曜日・放課
後補習教室、土曜日補習教室（英
検対策）

昭島市

・塾に行っていない生徒にとっては学力向上に大きく役立っている。
・教員の参加は強制ではないが，どの学校も時に教員が顔を見せるので，通常の放課後学習教室よりも生徒の参加が多く，生徒に好評
である。

・英語検定の３級以上を受ける生徒向けの面接演習は好評で，合格率のアップにつながっている。
・学習支援員として主に大学生を活用し，ESAT－ J の対策を行っている。

調布市立中学校地域未来塾 調布市

新たな学習支援員（特にシニア層の地域住民）を確保することが難しい学校の中には地域未来塾の実施を見送り、市費にて、不登校支
援対策の取組を行った学校も見られた。（当初実施予定校 20 校 ) 町田市立中学校地域未来塾 町田市

・部活動が始まるまでの時間を地域未来塾で過ごすことで、空き時間を効率的に学習に充てられた。
・定期考査前に集中して学習できる場を提供することができた。 小金井市地域未来塾 小金井市

参加生徒の個々の取り組みたい教科に応じて、学習支援員がきめ細かく指導してくださり、良い時間が持てている。
英語検定対策では、２次試験（面接）対策に参加した生徒の多くが英語検定に合格している。

中学校放課後学習教室（地域未
来塾） 小平市

・学校プロジェクト事業の一事業として実施
・英語と数学の補講的な意味合いが大きいが、定期テスト前は全ての科目についてカバーしているところもある。 日野一中期末考査対策講座 日野市

・参加生徒が自分の課題を持ち込み、指導員が質問を受けつけ実施している。 放課後学習支援教室 国立市

・教員の負担軽減につながる。
・他の人と一緒に学ぶことで勉強への意欲や知識の共有ができ効率も良く自分に合っていた。
・充実した授業内容で分からなかった部分を理解することができた。

①放課後学習支援　
②�スタディ・アシスト事業（令
和２年度から）

福生市

・指導員の多くが大学生で、生徒にとって質問しやすかったことも学力の定着に効果があった要因の一つである。
・生徒は問題を解く楽しさを感じることができ、学習意欲の継続性が向上した。　 地域未来塾 東大和市

・定期考査前の質問教室に充当でき、生徒からは好評だった。
・学習を苦手としていた生徒が、英語・数学の学習に自ら取り組むようになった。
・自発的に学習に取り組むようになった。

武蔵村山市地域未来塾 武蔵村山市

・夏季休業中の地域未来塾では、多くの学生ボランティアの協力により、生徒の基礎学力の定着には有効であった（学校関係者）
・自分でやることを決めて参加できている。（学習支援員）
・少人数でおだやかな空間なので、落ち着いて学習に取り組む事ができる。（保護者）

地域未来塾（サポートスクール
など学校ごとに愛称あり） 多摩市

・生徒自身が、自らの学習状況を把握し、計画を立て、先を見通して行動する力が高まったと感じる。 学びのテーマパーク 瑞穂町

・�補充的な学習を中心に取り組んでおり、生徒がそれぞれの課題で分からないことを個別に質問することができている。
・塾に通っていない生徒の学習習慣を作るためのペースメーカーになっている。

大久野中学校放課後学習教室
（地域未来塾） 日の出町
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取組傾向
　対象別（小学生・中学生別）の効果や取組内容の傾向です。
　34実施地区のうち、小学生対象 29、中学生対象 27の地域未来塾の取組における割合を%や回答数で示しています。
（※印は複数回答有）

東京ベーシックドリルの活用 ICTの活用

小学生対象

中学生対象

活用無、31％

活用無、52％

全ての未来塾で
活用有、14％

全ての未来塾で活用有、4％

一部の未来塾で
活用有、55％

一部の未来塾で
活用有、44％

小学生対象

中学生対象

活用無、41％

活用無、33％

全ての未来塾で活用有、0％

全ての
未来塾で
活用有、
11％

一部の未来塾で
活用有、59％

一部の未来塾で
活用有、56％

対象教科※ 運営体制

0

5

10

国語 英語

小学生対象

中学生対象

理科 社会 その他算数・数学

15

20

25

30

小学生対象 中学生対象

・児童生徒の自主
  学習にあわせて、
  など

本部（コーディネーター）
が実施、34％

本部（コーディネーター）
が実施、30％

学校が実施、52％

教育委員会（事業所含む）が
実施、7％

教育委員会（事業所含む）が
実施、4％

その他、3%

その他、15%

委託団体（NPO等）が実施、4%

学校が実施、48％

学習方法 学習支援員※

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生対象

中学生対象

自学自習・個別
指導形式、62％

自学自習・個別
指導形式、63％

その他、
10％

その他、
15％

小学生対象

中学生対象

元教員、
8％

企業人、5％

企業人、2％

元教員、
31％

大学生、
21％ その他、42％

大学生、
12％

その他、65％

授業・補習形式、28％

授業・補習形式、22％

開催曜日等※ 開催回数

0

0

5

10

20

主に
月～

金曜
日（

放課
後）

主に
月～

土曜
日（

放課
後）

月曜
日

水曜
日

木曜
日

金曜
日

土曜
日

放課
後

平日
始業

前
夏季

休業
日中

学校
によ

り異
なる

15

25

13

20

6
3

0 0 0 0 0 00 011 2 2

7
9

3

8

1 0

2
2

1

13

10

1

10

14

3

0 0 0
1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

週
1回

週
1、
2回

週
2、
3回

週
3、
4回

週
5、
6回

週
2～

4回
週
2～

5回

月
1回

月
２
回

月
3回

月
4回

年5
～1

0回
程度

そ
の
他

4

6

8

10

12

16

14

小学生対象 中学生対象

・学校、学年、会場
  等により異なる

NPO等関係者、0％

NPO等関係者、3％

小学生対象 中学生対象
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